
南
部
地
域
政
策
総
合
会
議

委
員
を
募
集
し
ま
す
。 

更
生
保
護
：
立
ち
直
り
を

支
え
る
し
く
み 
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ひわさ夢くらぶ 活動予定 

ソフトバレークラブ 
曜日：月曜日 
時間：20：00～22：00 
日程：5月13、20、27日　6月3、10日 

阿波踊り教室 
曜日：第1、3水曜日 
時間：19：30～20：30 
日程：5月15日　6月5日 

空手道教室 
曜日：金曜日 
時間：19：00～21：00 
日程：5月17、24、31日　6月7日 

卓球クラブ 
曜日：金曜日 
時間：19：30～21：00 
日程：5月17、24、31日　6月7日 

フィットネスフラピラティス教室 
曜日：金曜日 
時間：19：00～20：00 
日程：5月17、24、31日　6月7日 

剣道・居合道教室 
曜日：金曜日 
時間：19：30～20：30 
日程：5月17、24、31日　6月7日 

フットサルサークル 
曜日：金曜日 
時間：20：00～22：00 
日程：5月17、24、31日　6月7日 

らくらくストレッチ教室 
曜日：月曜日 
時間：13：30～14：30 
日程：5月13、20、27日　6月3、10日 

スポーツネットワーク 

〒779－2305 
海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷263－1 
（日和佐総合体育館内） 
TEL.（0884）77－3001 
FAX.（0884）77－3002

ひわさ夢くらぶ 
スポーツネットワーク 

     

南
部
総
合
県
民
局
で
は
、
地
域
住

民
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
連
携
を

強
化
し
、
地
域
の
目
線
に
立
っ
た
政

策
の
立
案
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
反
映

し
た
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域

住
民
代
表
と
の
意
見
交
換
の
場
と
し

て
、
「
南
部
地
域
政
策
総
合
会
議
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

　
つ
き
ま
し
て
は
、
南
部
圏
域
に
お

住
ま
い
の
皆
様
の
ご
意
見
を
県
の
施

策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
委
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。 

公
募
委
員
数
　
３
名
程
度
と
し
ま
す
。 

任
期
　
平
成
25
年
５
月
17
日
か

ら
平
成
27
年
５
月
16
日
と
し
ま
す
。 

応
募
資
格
　
県
南
部
圏
域
（
阿
南
市
、

那
賀
郡
及
び
海
部
郡
）
内
に
居
住
す

る
満
20
歳
（
募
集
年
の
４
月
１
日
現

在
）
以
上
の
方
で
、
年
数
回
程
度
開

催
さ
れ
る
会
議
に
出
席
で
き
る
方
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
方
を
除
く
。 

（
１
）国
会
議
員
及
び
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員 

（
２
）常
勤
の
国
家
公
務
員
及
び
地
方

公
務
員 

応
募
方
法 

①
次
の
事
項
を
明
記
し
た
応
募
用
紙

（
様
式
自
由
） 

・
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
年
齢
、

性
別
、
連
絡
先
（
電
話
番
号
）
、

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
職
業
、

応
募
の
動
機
、
主
な
経
歴
等
（
他

の
委
員
等
の
活
動
経
験
、
そ
の
他

の
活
動
経
験
）
を
明
記
し
た
用
紙 

②「
徳
島
県
南
部
圏
域
の
振
興
の
た

め
に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
作
文
（
８
０
０
字

程
度
） 

以
上
２
点
を
、
郵
便
、
持
参
、
電
子

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
な
ど
の
方
法
で
お

送
り
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
御
提
出
し
て
い
た
だ
い
た

も
の
は
お
返
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

予
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。 

募
集
期
限
　
平
成
25
年
４
月
22
日

�
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
） 

選
考
方
法
　
別
途
定
め
る
南
部
地
域

政
策
総
合
会
議
公
募
委
員
選
考
要
領

に
基
づ
き
、
書
類
選
考
し
ま
す
。 

選
考
結
果
の
通
知  

選
考
委
員
会
で

決
定
後
、
速
や
か
に
応
募
者
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。 

応
募
及
び
問
い
合
せ
先 

〒
７
７
９
―
２
３
０
５ 

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
17
―
１ 

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
　
企
画
振

興
部
　
政
策
企
画
担
当 

☎
０
８
８
４
│
74
│
７
３
３
０ 

FAX
０
８
８
４
│
74
│
７
３
３
７ 

E
-m
ail

　nanbu_k_m
@
pref. 

tokushim
a.lg.jp 

    

　
罪
を
犯
し
た
人
も
、
裁
判
を
終
え

処
分
を
受
け
れ
ば
、
い
ず
れ
社
会
に

戻
っ
て
き
ま
す
。 

　
も
し
も
、
罪
を
犯
し
た
人
が
同
じ

地
域
に
引
っ
越
し
て
き
た
ら
、
あ
な

た
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
？ 

●
一
切
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
避
け
る 

●
自
分
に
は
関
係
な
い 

●
変
わ
ら
ず
接
す
る 

●
立
ち
直
り
の
支
援
を
す
る 

　
罪
を
犯
し
た
人
が
、
深
く
反
省
し
、

努
力
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

社
会
か
ら
排
除
さ
れ
、
孤
独
の
中
で

は
、
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

　
同
じ
地
域
に
く
ら
す
人
た
ち
の
理

解
と
温
か
な
ま
な
ざ
し
と
が
、
彼
ら

の
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。 

　
私
た
ち
に
は
何
が
で
き
る
ん
だ
ろ

う
…
？ 

　
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
立
ち
直
り

を
助
け
、
再
び
犯
罪
や
非
行
に
陥
る

の
を
防
ぐ
し
く
み
を
更
生
保
護
と
い

い
ま
す
。
更
正
保
護
は
地
域
に
住
む

多
く
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。 

　
あ
な
た
に
「
で
き
る
こ
と
」
か
ら

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。 

お
問
い
合
せ
先 

徳
島
保
護
観
察
所 

〒
７
７
０
―
０
８
５
１ 

徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
│
６
徳
島
地

方
合
同
庁
舎 

☎
０
８
８
│
６
２
２
│
４
３
５
９ 

法
務
省
保
護
局 

〒
１
０
０
―
８
９
７
７ 

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
１
│
１
│
１ 

☎
０
３
│
３
５
８
０
│
４
１
１
１ 


